
 

木密地域不燃化 10年プロジェクトについて 

 

１ これまでの経緯 

 H23 年 12月   東京都は、「2020 年の東京」計画を発表。この計画は「10 年後の東京」

計画の理念、基本的な考え方を着実に継承し、これを充実・強化するとと

もに、東日本大震災後の新たな社会経済状況に対して、中長期的な視点か

ら的確に対応し、日本の再生と東京のさらなる進化を目指して策定した新

たな都市戦略と位置付け。 

12のプロジェクトから構成されており、そのプロジェクトの１つとして、

「木密地域不燃化 10年プロジェクト」策定。「防災上、危険な木密地域を

燃え広がらない・燃えないまちにする」ことを目的としている。 

H24 年 1月  「木密地域不燃化 10年プロジェクト」実施方針を発表 

H24 年 2月  「木密地域不燃化 10年プロジェクト」不燃化特区制度の先行実施地区に

関する募集要項を発表 

 

２ 実施方針の概要     

資料１ 別紙（「木密地域不燃化 10年プロジェクト」実施方針の概要）のとおり 

 

３ 不燃化特区（先行実施地区）応募要件 

 ＜区域＞ 

① 都が策定（H22.1 改定）した「防災都市づくり推進計画」の整備地域内であること。 

※資料２ 整備地域（図面のとおり） 

② １地区あたり、おおむね 20haを目安とすること。 

③「地震に関する地域危険度測定調査（第 6回）」において、総合危険度または災害      

危険度が５または４の町丁目の全部または一部を含む区域であること。 

④  区域全体の不燃領域率が、おおむね 60%未満であること。 

⑤  区域の全域において、東京都建築安全条例に基づく「新たな防火規制」または同    

等以上の規制が導入済みまたは導入に向けた手続きが行われていること。 

 ＜整備プログラム＞ 

① コア事業を１つ以上含んでいること。 

② 計画期間は平成 32年度までとすること。 

＜コア事業＞ 

① 都市計画事業など、「強制力」のある手法を活用すること。 

② 規模は、おおむね 0.5ha以上を目安とし、事業の合意形成、時間管理、コスト管

理などを考慮して設定すること。 

豊島副都心開発調査特別委員会 
24.6.14 都市整備部地域まちづくり課 



 

４ 今後の予定 

 

先行実施地区 本格実施

H24年 6月
先行実施地区の申請
・提案書を提出

－ 「対象区間」の公表

8月下旬 先行実施地区が決定 －

11月頃 制度（案）の公表

H25年 3月頃 制度の制定

H26年
4月～
3月

・不燃化特区として指定
・整備プログラムの実施

・地区の公募・申請
・不燃化特区として指定

4月 整備プログラムの実施

・特定整備路線の指定
・事業実施

不燃化特区

特定整備路線

整備プログラムを都区共同で
作成

制度構築



資料 1 



 
 
 
 

 

防 災 ま ち づ く り 位 置 図  

凡例  
 

木密地域不燃化 10 年プロジェクトによる  
特定整備路線（対象区間）  

 
東京都指定  
防災都市づくり推進計画・重点整備地域  

 
東京都指定  
防災都市づくり推進計画・整備地域  

 
居住環境総合整備事業  

 

東池袋四・五丁目地区  
(19.2 ha  昭和 58 年度～平成 24 年度 ) 

池袋本町地区  
(63.6 ha  平成 17 年度～ 26 年度 ) 

 

上池袋地区  
(67.1 ha  平成 3 年度～ 27 年度 ) 

染井霊園周辺地区  
（事業完了）  

(53.1 ha  平成元年度～ 20 年度 ) 

 

南長崎 2・3 丁目地区  
(事業完了 ) 

(25.3 ha  平成 8 年度～ 17 年度 ) 

 

10．南長崎・長崎・落合地域  

12．池袋西・池袋北・滝野川地域  

11．東池袋・大塚地域  

15．西ヶ原・巣鴨地域  

補助 26 号線（20m） 

補助 172 号線 (16m)

 

補助 73 号線 (26m)

 

補助 82 号線 (15m)

 

補助 81 号線 (20m)

 

補助 81 号線 (25m)※事業中  

補助 173 号線 (18m)※事業中  

資料２ 
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